
改定前 改定後 

第１章 総合取引 
３．（総合取引の申込⽅法等） 
⑴ お客さまは、当⾏所定の申込書に必要事項を

記⼊のうえ、記名押印または署名し、これを投
資信託受益権等にかかる申込みの取扱いをし
ている当⾏の本店、⽀店または出張所に提出
することによって、総合取引を申し込むもの
とし（当⾏所定のみずほダイレクト（〔モバイ
ルバンキング〕を除きます。）により総合取引
を申し込むこともできます。）、当⾏がこれを
承諾した場合には、投資信託にかかる⼝座（以
下「投資信託⼝座」といいます。）を開設し、
総合取引を開始することができます。 

 

第１章 総合取引 
３．（総合取引の申込⽅法等） 
⑴ お客さまは、当⾏所定の申込書に必要事項を

記⼊のうえ、記名押印または署名し、これを投
資信託受益権等にかかる申込みの取扱いをし
ている当⾏の本店、⽀店または出張所に提出
することによって、総合取引を申し込むもの
とし（みずほダイレクト〔インターネットバン
キング〕により総合取引を申し込むこともで
きます。）、当⾏がこれを承諾した場合には、
投資信託にかかる⼝座（以下「投資信託⼝座」
といいます。）を開設し、総合取引を開始す
ることができます。 

 

６．（購⼊解約の申込場所） 
⑴ 投資信託受益権等の購⼊、解約のお申込み

は、取扱店のほか、投資信託の取扱いをして
いる当⾏の本店、⽀店、出張所またはみずほ
ダイレクト（〔モバイルバンキング〕を除き
ます。）でも受け付けます。ただし、取扱商
品によっては、取扱店以外では取り扱えない
ものや、⼀部の取扱店で取り扱えないものが
あります。 

⑵略 
⑶ みずほダイレクト（〔モバイルバンキング〕

を除きます。）で購⼊、解約の申込みを⾏う場
合には、あらかじめみずほダイレクトに登録
していただくことが必要となります。 

６．（購⼊解約の申込場所） 
⑴ 投資信託受益権等の購⼊、解約のお申込み

は、取扱店のほか、投資信託の取扱いをして
いる当⾏の本店、⽀店、出張所またはみずほ
ダイレクト〔インターネットバンキング〕で
も受け付けます。ただし、取扱商品によって
は、取扱店以外では取り扱えないものや、⼀
部の取扱店で取り扱えないものがあります。 

⑵略 
⑶ みずほダイレクト〔インターネットバンキン

グ〕で購⼊、解約の申込みを⾏う場合には、あ
らかじめみずほダイレクトに登録していただ
くことが必要となります。 

 

第２章 累積投資 
17．（収益分配⾦再投資契約） 
⑵ 収益分配⾦再投資契約を申し込む場合には、

当⾏所定の申込書にお届けの印鑑または署名
により記名押印または署名して、取扱店に提
出するか、みずほダイレクトによる申込⼿続
により、申し込みを⾏ってください。 

第２章 累積投資 
17．（収益分配⾦再投資契約） 
⑵ 収益分配⾦再投資契約を申し込む場合には、

当⾏所定の申込書にお届けの印鑑または署名
により記名押印または署名して、取扱店に提
出するか、みずほダイレクト〔インターネット
バンキング〕による申込⼿続により、申し込み
を⾏ってください。 

投資信託取引規定集変更⼀覧 

１．投資信託総合取引規定 



18．（みずほ積⽴投信契約） 
⑶ みずほ積⽴投信契約を申し込む場合には、当

⾏所定の申込書にお届けの印鑑または署名に
より記名押印または署名して、取扱店に提出
するか、当⾏所定のみずほダイレクト（〔モバ
イルバンキング〕を除きます。）による申込⼿
続により申し込みを⾏ってください。なお、法
⼈⽀店ではみずほ積⽴投信契約のお申込みは
できません。 

18．（みずほ積⽴投信契約） 
⑶ みずほ積⽴投信契約を申し込む場合には、当

⾏所定の申込書にお届けの印鑑または署名に
より記名押印または署名して、取扱店に提出
するか、みずほダイレクト〔インターネットバ
ンキング〕による申込⼿続により申し込みを
⾏ってください。なお、法⼈⽀店ではみずほ積
⽴投信契約のお申込みはできません。 

 

20．（解約） 
⑴ 次に掲げるいずれかに該当する場合は、累積

投資契約は解約となります。ただし、累積投資
契約のうち収益分配⾦再投資契約について
は、取扱商品を解約しないかぎり、当該契約の
解約はできません。 
① 〜③略 
④みずほ積⽴投信契約で、お客さまから当⾏

所定の申込書にお届けの印鑑または署名に
より記名押印または署名して取扱店に提出
するか、当⾏所定のみずほダイレクト（〔モ
バイルバンキング〕を除きます。）による申
込⼿続により積⽴の中⽌の申し出があった
場合の当該みずほ積⽴投信契約に係る累積
投資契約。 

⑤略 

20．（解約） 
⑴ 次に掲げるいずれかに該当する場合は、累積

投資契約は解約となります。ただし、累積投資
契約のうち収益分配⾦再投資契約について
は、取扱商品を解約しないかぎり、当該契約の
解約はできません。 
① 〜③略 
④みずほ積⽴投信契約で、お客さまから当⾏

所定の申込書にお届けの印鑑または署名に
より記名押印または署名して取扱店に提出
するか、みずほダイレクト〔インターネット
バンキング〕による申込⼿続により積⽴の
中⽌の申し出があった場合の当該みずほ積
⽴投信契約に係る累積投資契約。 

⑤略 
 

 

 

 

 

 

改定前 改定後 

４．（保護預りの申込み） 
⑴ 投資信託受益証券等については、当⾏に対し

て保護預り⼝座を設定した場合に限り、保護
預りを受け付けることとし、当該⼝座設定の
際は当⾏所定の申込書をご提出ください。ま
た、当⾏所定のみずほダイレクト（〔モバイル
バンキング〕を除きます。）により総合取引を
申し込むこともできます。 

 

４．（保護預りの申込み） 
⑴ 投資信託受益証券等については、当⾏に対し

て保護預り⼝座を設定した場合に限り、保護
預りを受け付けることとし、当該⼝座設定の
際は当⾏所定の申込書をご提出ください。ま
た、みずほダイレクト〔インターネットバンキ
ング〕により総合取引を申し込むこともでき
ます。 

 

３．投資信託保護預り規定 



 

 

 

 

 

改定前 改定後 

４．（特定⼝座の申込⽅法） 
⑴ お客さまが、当⾏に特定⼝座の開設を申し込

むにあたっては、当⾏所定の申込書に必要事
項をご記⼊のうえ記名押印または署名し、こ
れを投資信託もしくは公共債の取扱いをして
いる当⾏の本店、⽀店または出張所に提出し
ていただきます。また、当⾏所定のみずほダ
イレクト（〔モバイルバンキング〕を除きま
す。）により投資信託総合取引を申し込むこと
もできます。その際、お客さまには住⺠票の写
し、印鑑証明書、運転免許証その他当⾏が必要
と認める書類等をご提⽰いただき、⽒名、⽣年
⽉⽇および住所、個⼈番号等について確認を
させていただきます。 

 

４．（特定⼝座の申込⽅法） 
⑴ お客さまが、当⾏に特定⼝座の開設を申し込

むにあたっては、当⾏所定の申込書に必要事
項をご記⼊のうえ記名押印または署名し、こ
れを投資信託もしくは公共債の取扱いをして
いる当⾏の本店、⽀店または出張所に提出し
ていただきます。また、みずほダイレクト〔イ
ンターネットバンキング〕により投資信託総
合取引を申し込むこともできます。その際、お
客さまには住⺠票の写し、印鑑証明書、運転免
許証その他当⾏が必要と認める書類等をご提
⽰いただき、⽒名、⽣年⽉⽇および住所、個⼈
番号等について確認をさせていただきます。 

 

改定前 改定後 

６．（届出事項の変更） 
振替⽇、振替⾦額等を変更する場合には、あら
かじめ当⾏所定の申込書により取扱店に届け出
るか、または当⾏所定のみずほダイレクト（〔モ
バイルバンキング〕を除きます。）による変更
⼿続により届け出ください。 
振替⽇の３営業⽇前までに届出があった場合
は、次回振替予定分より変更します。なお、内
容によっては変更に応じられない場合もありま
す。 

 

６．（届出事項の変更） 
振替⽇、振替⾦額等を変更する場合には、あら
かじめ当⾏所定の申込書により取扱店に届け出
るか、またはみずほダイレクト〔インターネッ
トバンキング〕による変更⼿続により届け出く
ださい。 
振替⽇の３営業⽇前までに届出があった場合
は、次回振替予定分より変更します。なお、内
容によっては変更に応じられない場合もありま
す。 
 

７．（積⽴の中⽌） 
⑴ みずほ積⽴投信契約は、お客さまから当⾏所

定の書⾯により、または当⾏所定のみずほダ
イレクト（〔モバイルバンキング〕を除きま
す。）により解約の申し出があった場合に、将
来にわたって解約されるものとします。振替

７．（積⽴の中⽌） 
⑴ みずほ積⽴投信契約は、お客さまから当⾏所

定の書⾯により、またはみずほダイレクト〔イ
ンターネットバンキング〕により解約の申し
出があった場合に、将来にわたって解約され
るものとします。振替⽇の３営業⽇前までに

４．特定⼝座取引規定 

７．みずほ積⽴投信規定兼⼝座振替規定 



 

⽇の３営業⽇前までに上記の⽅法で解約の申
し出があった場合は、次回振替予定分より振
替を停⽌します。 

 

上記の⽅法で解約の申し出があった場合は、
次回振替予定分より振替を停⽌します。 

 


